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第５章  千葉県業務継続計画（震災編）－出先機関の部―の推進 

 

１ 職員の意識向上 

本計画に基づき、災害時優先業務を効果的に遂行するためには、全職員が「業務

継続の重要性」を共通認識とすることが重要になります。 

    このため、庁内ホームページに本計画を掲載し、その内容を全職員に周知すると

ともに、年度当初に各所属で災害時優先業務や業務資源・環境等の業務継続体制の

確認を行うなど、職員の意識の向上を図ります。 

 

２  継続的な改善・実効性の確保 

業務継続計画が災害時に有効に機能するよう、各所属において 

○ 担当職員以外でも円滑に業務を実施できるよう、災害時優先業務のマニュア

ルの作成や見直しを行います。 

○ 各所属は、毎年度、人事異動をもとに職員の参集予測を行い、災害発生後１

時間から 1週間までの経過時間ごとの参集状況にあわせて、「災害時優先業務・

業務従事人数一覧」（様式１）及び「業務資源・環境整理表」（様式２）を整理

します。 

 

３  主管課（主務課）による出先機関の業務継続のための支援 

   各主管課（主務課）は、出先機関が「災害時優先業務・業務従事人数一覧」 

（様式１）及び「業務資源・環境整理表」（様式２）を整備・維持管理する上で 

必要な部局内・部局間の調整、情報提供など出先機関の業務継続体制を確立し、 

維持していくための支援を行います。 

 


